
佐賀県庁舎等維持管理業務委託低入札価格調査制度事務処理要領 

 

 

１ 目的 

  この要領は、佐賀県が発注する庁舎等維持管理業務委託の競争入札において実施する低入

札価格調査制度に関して、佐賀県財務規則（平成 4 年佐賀県規則第 35 号。以下「規則」と

いう。）第１０６条第２項に基づき低入札調査基準価格の設定基準を定めるとともに、低入札

価格調査制度の適正な実施のため必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 適用の対象 

  庁舎等維持管理業務委託低入札価格調査制度は、庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る

一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程（平成 2 年佐賀県

告示第 444号）第１条第２項に規定する業務のうち、清掃業務について委託契約を締結しよ

うとする場合で、競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成 7 年政令第 372 号。以下「特例政令」という。）の適用対象となる委託契約

を締結しようとする場合について適用する。 

 

３ 低入札調査基準価格の設定基準 

  低入札調査基準価格の設定基準は、予定価格に１０分の８を乗じた額とする。 

 

４ 予定価格調書の作成 

 （１）低入札調査基準価格等の欄に３の基準により算出した具体的な低入札調査基準価格及

び入札書比較低入札調査基準価格を記載する。 

 （２）低入札調査基準価格については千円未満の金額は切り捨てるものとし、入札書比較低

入札調査基準価格については円単位まで記載するものとするが、１円未満の端数を生じ

た場合は、その端数を切り上げた価格を記載するものとする。 

（３）（２）により予定価格及び低入札調査基準価格を記載した予定価格調書は封筒に入れ封

印し、入札を行う際に、当該競争の場所に置くものとする。 

 （４）予定価格調書の様式については、規則に定める様式によるものとする。 

 

５ 入札参加者への周知 

入札執行者は、公告等において次の事項を記載し、入札参加者へ周知するものとする。 

 （１）低入札調査基準価格が設定されていること。 

 （２）低入札調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも

落札者とならないこと。 



 （３）低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、

佐賀県庁舎等維持管理業務委託低入札価格調査制度事務処理要領に規定する調査を行い、

落札者を決定すること。 

 （４）低入札調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情聴取等の調査に協力すること。 

 （５）低入札調査基準価格を下回る価格で契約が行われた場合は、検査及び清掃完了後の実

績確認等を強化し、必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くこと。 

 （６）すべての入札者は、事前に入札価格の根拠となる積算内訳を作成し、当該入札の場所

に持参しなければならないこと。 

 

６ 契約締結の条件 

  低入札調査基準価格を下回る金額で契約を締結する場合は、規則第１１５条第３項の規定

にかかわらず、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を納付することを当該契約

の条件とする。なお、契約保証を受けられない場合は失格となるものであること。 

 

７ 入札の執行 

  入札の結果、入札書比較低入札調査基準価格を下回る価格で申込みをした入札者（以下「低

入札価格入札者」という。）がある場合は、落札者の決定を一時保留する旨を宣言し、庁舎等

維持管理業務委託低入札価格調査制度事務処理要領による調査後改めて落札者を決定する旨

を入札参加者に告知して、入札を終了する。 

なお、低入札価格入札者のうち最低価格入札者が複数の場合は、くじ引きにより低入札価

格調査を行う調査順位を決定するものとする。 

 

８ 調査の実施 

（１）入札執行者は、低入札価格入札者の当該申込みに係る価格によってはその者により当

該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査するものとする。 

 （２）入札執行者は、入札終了後直ちに低入札価格入札者から入札価格の根拠となる積算内

訳を提出させるほか、次に掲げる事項について関係資料を提出させ事情聴取を行うとと

もに、必要に応じて関係機関への照会等を行うものとする。 

    なお、その場合において低入札価格入札者が調査を拒否し、又は協力しない場合は、

当該低入札価格入札者を落札者としない。 

① 入札価格積算の根拠及び妥当性に関する事項 

② 業務計画の適否及び労務・資材等の調達等の適否に関する事項 

③ 履行能力の適否に関する事項 

④ その他必要な事項 

 （３）前項に規定する関係資料の提出及び事情聴取は、期限を付して求めるものとする。 



 

９ 低入札価格調査制度審査会 

 （１）入札執行者は、低入札価格入札者の落札の適否について適正な審査を行うため、必要

に応じて関係本部長、関係課長及び資産活用課長等を委員として構成する低入札価格調

査制度審査会（以下「審査会」という。）を設置するものとする。 

（２）審査会は、調査結果に基づき、合議制により審査を行い、契約の内容に適合した履行

がされないおそれがあると認められるか否かについて総合的に判断するものとする。 

なお、必要に応じて委員以外の者の意見を求めることができるものとする。 

 

10 落札者の決定 

 （１）入札執行者は、審査会が調査対象者を落札者とすることを決定した場合には、その者

を落札者とし、落札者には落札決定通知書を、また、その他の入札参加者全員には落札

結果を通知するものとする。 

 （２）入札執行者は、審査会が調査対象者を落札者としないことを決定した場合には、予定

価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格入札者（以下「次順

位者」という。）を落札者とする。 

なお、次順位者が低入札価格入札者であった場合には、調査を実施し、同様の手続き

によるものとする。 

入札執行者は、次順位者を落札者とした場合には、高順位の調査対象者には落札者不

適格通知書を、落札者となった次順位者には落札決定通知書を、また、その他の入札参

加者全員には落札結果を通知するものとする。 

 

11 調査による判断指針（失格基準） 

（１）次の各号のいずれかに該当するときは、審査会において審議し、原則として落札者と

しない。 

① 低入札価格入札者が調査に応じないとき、若しくは指定の期日までに調査書類の全部

又は一部の提出をしないとき。 

② 必要な資格を有する作業責任者を常時配置することが困難と認められるとき。 

③ 低入札価格入札者が契約締結の意思がないことを確認したとき。 

④ 入札金額の積算において、清掃作業員の賃金が佐賀県の最低賃金を下回っていたと

き。 

（２）次の各号のいずれかに該当するときは、審査会において審議し、落札者としないこと

ができる。 

① 入札金額の積算において、県の示した清掃の種類、範囲、回数等の仕様を満たしてい

ないと認められるとき。 



② 入札金額の積算において、県が示した清掃作業員の人数を満たしておらず、又は正当

な理由を示さないとき。 

③ 清掃業務費内訳書の積算に大きな違算があり、入札金額での契約の履行が困難と認め

られるとき。 

④ 明らかに採算割れの受注になっていると認められるとき。 

⑤ 業務計画等において清掃の手段や手法、工程管理の明記がないなど、業務計画の見 

通しがなく、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

⑥ 品質確保体制において、履行後の清掃評価（自己検査）や清掃作業員等に対する適正   

な研修指導体制の計画がないなど、適正な契約の履行に支障があると認められるとき。

⑦ その他契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 

 

12 苦情処理 

 （１）10（２）に規定する落札者不適格通知書を受け取った者は、事実を知り得た日から５

日（休日を含まない。）以内に書面により、不適格とされた理由の説明を求めることがで

きるものとする。 

 （２）入札執行者は、前項により説明を求められたときは、審査会において理由説明につい

て審議し、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）

以内に文書により回答するものとする。 

 （３）前項の入札執行者による理由説明に不服がある者は、事実を知り又は合理的に知り得

たときから１０日以内に佐賀県政府調達苦情検討委員会に書面により苦情申し立てを行

うことができる。 

 

13 調査結果の公表 

 （１）入札執行者は、契約締結後必要に応じて調査結果を公表するものとする。 

 （２）前項に規定する調査結果の公表は、入札執行所属において閲覧に供することにより行

うものとする。 

 

14 監督・検査の強化 

    調査の結果、低入札価格入札者が落札者となった場合においては、その適正な履行を確保

するため、入札執行者は、契約後に年間実施計画表を、また、毎月月末までに翌月の月次実

施計画表を提出させ、責任者からその内容について聴取を行うものとする。 

 また、履行状況について検査及び清掃完了後の実績確認等を強化し、必要に応じて専門的

知識を有する者の意見を聴くものとする。 

 

15 この要領に定めるもののほか、必要な事項は資産活用課長が別に定める。 



 

附 則 

 この要領は、平成２３年２月１０日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２４年１月１０日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和８年６月３０日から施行する。 

 

 


